
◆小笠原村選挙管理委員会　TEL ２－３１１１

選挙権・被選挙権のある人

● 選挙権は、私たちが国や地方公共団体の代表者を投票で選ぶことができる権利のことです。

○ 衆議院議員・参議院議員の選挙

満２０歳以上の日本国民

○ 東京都知事・都議会議員の選挙

満２０歳以上で、引き続き３か月以上都内の同一の区市町村に住所のある日本国民

○ 小笠原村長・村議会議員の選挙

満２０歳以上で、引き続き３か月以上小笠原村に住所のある日本国民

● 被選挙権は、選挙により国会議員や地方公共団体の議員および長につくことのできる資格のことです。

○ 日本国民であること

○ 一定の年齢以上であること

選挙

２５歳以上 ： 衆議院議員、都道府県議会議員、区市町村長、区市町村議会議員
３０歳以上 ： 参議院議員 都道府県知事

○ 地方公共団体の議会の議員の選挙については、その選挙権を有すること

選挙人名簿に登録される人

①選挙権を持ち、

②住民票が作成された日または転入届を出した日から引き続き３か月以上住民登録されていることが必要です。

①投票主義

②１人１票主義 各選挙につき、１人１票に限られます。

③選挙人名簿登録主義 選挙人は、選挙人名簿に登録されないと投票ができません。

３０歳以上 ： 参議院議員、都道府県知事

　選挙権があっても、投票を行うためには選挙人名簿に登録されていなければなりません。この選挙人名簿に
登録されるためには、登録基準日において

　登録は、毎年３･６･９･１２月の年４回（定時登録）および選挙が行われるつど（選挙時登録）行われま
す。
　登録された人が他の区市町村へ転出した場合は、転出の日から４か月を経過したとき、または転出先の選挙
人名簿に登録されると抹消されます。

投 票 の 原 則

　公職選挙法第３５条では「選挙は、投票により行う」と定められています。この投票には次の７つの基本原
則があります。



④投票当日投票所投票主義

⑤投票用紙公給主義 投票には、交付された所定の投票用紙を用いなければなりません。

⑥単記自書式投票主義

⑦秘密投票主義

投票日に投票できないとき（期日前投票制度）

● 期日前投票ができる人

○ 投票日に仕事、学業または親族・知人等の冠婚葬祭がある方

○ 投票日に旅行等のレジャーまたは投票区外に外出する等の用事がある方

○ けがやお産、病気、老衰など身体の状態が歩くのに不自由な方

○ その他の事情により投票日に投票できない方

※ 期日前投票する日に２０歳に満たない方の投票については、選挙管理委員会にお問い合わせください。

● 期日前投票ができる期間

　期日前投票をすることができる期間は、選挙期日の公（告）示日の翌日から投票日の前日までの間です。

● 期日前投票の方法

①投票所入場券（ ガキ）を持 て期日前投票所 お越しください

選挙当日、自ら投票所に足を運び、投票しなければなりません。なお、この
例外として不在者投票制度があります。

投票用紙に自ら候補者１人の氏名（比例代表制選挙の場合は候補者名または
政党名）を記載しなければなりません。

投票用紙に選挙人の氏名を記載してはなりません。また、何人も誰に投票し
たか述べる義務はありません。

　投票は、投票日に投票所でするのが原則ですが、次のような理由で投票所に行けない人のために、期日前投
票制度があります。

①投票所入場券（ハガキ）を持って期日前投票所へお越しください。

②宣誓書に必要事項を記入し、提出してください。

投票日に投票できないとき（不在者投票制度）

● 不在者投票ができる期間

不在者投票をすることができる期間は、選挙期日の公（告）示日の翌日から投票日の前日までの間です。

※

● 不在者投票の方法

○ 他の市町村に滞在している場合

他の市町村の選挙人名簿に登録されている場合

投票所入場券は棄権防止・投票所での整理等の方法の１つとして発行しているものであって、それが
なければ投票できないというものではありません。紛失してしまった場合や届かない場合などは、選
挙管理委員会へお問い合わせください。

※

　他の市町村に滞在している、他の市町村の選挙人名簿に登録されている等の理由で投票日の投票および期日
前投票ができない方は、不在者投票制度により投票することが可能です。

他の市町村の選挙人名簿に登録されている方の不在者投票は、投票後に投票用紙を名簿登録地へ郵送
する必要があるため、船便等の都合により、期日に間に合わず投票が無効になってしまう場合があり
ます。

　窓口または郵送で選挙管理委員会あてに不在者投票用紙等の請求を行ない、投票用紙等が交付された
ら、投票用紙等を持って滞在先の不在者投票所で投票してください。



○

○ 指定病院等に入院している場合

● 郵便による不在者投票

○ 両下肢、体幹の障害、移動機能の障害の程度が１級または２級

○ 心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう、直腸または小腸の障害が１級または３級

※

※ 戦傷者手帳をお持ちの方もこの制度を利用できる場合があります。詳しくはお問い合わせください。

● 登録の要件および申請方法

　満２０歳以上の日本国民で、引き続き３か月以上住所を管轄する領事官の管轄区域内に住所を有する方
は、管轄の領事館等に、申請書・パスポート・３か月以上住所を有している証明書を持参し、申請してくだ
さい。

　小笠原村に転入してから３か月に満たない等の理由により、他の市町村の選挙人名簿に登録されてい
る方は、選挙人名簿登録地の選挙管理委員会に不在者投票用紙等の請求を行う必要があります。請求
後、投票用紙等が届いたら、小笠原村役場または母島支所で投票してください。

　指定病院に入院している方または指定老人ホーム等に入所している方は、当該病院等で不在者投票を
することができます。詳しくは病院等または選挙管理委員会にお問い合わせください。

　選挙人名簿に登録されている方のうち、身体障害者手帳を持ち、次のいずれかに該当する方は、郵便によ
る不在者投票ができます。

郵便による不在者投票を行うためには、あらかじめ郵便投票証明書の発行を受けておくことが必要で
す。

在 外 選 挙 制 度

　外国に住所がある方も、国政選挙に限り、投票することができます。投票を行うためには在外選挙人名簿に
登録されていることが必要です。

さい。


